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〔利用上の注意〕 

１ 「統計法令に基づく統計調査の承認及び届出の状況」（以下、「本月報」という。）中

で「指定統計」とは、改正前の統計法（昭和 22 年法律第 18 号。以下「旧統計法」と

いう。）第２条の規定に基づき、総務大臣が指定した統計をいう。 

２ 本月報中で「指定統計調査」とは、旧統計法下において、指定統計を作成するため

に行われた統計調査をいう。 

３ 本月報中で「承認統計調査」とは、改正後の統計法（平成 19 年法律第 53 号。以下

「新統計法」という。）により廃止された統計報告調整法（昭和 27 年法律第 148 号）

の規定に基づく総務大臣の承認を受けて実施された「統計報告の徴集」の通称をいう。 

４ 本月報中で「届出統計調査」とは、旧統計法下にあっては、第８条に基づき総務大

臣に届けられた統計調査をいい、新統計法下にあっては、第 24 条第１項又は第 25 条

に基づき総務大臣に届けられた統計調査をいう。 

５ 本月報中で「基幹統計」とは、新統計法第２条第４項に規定する統計をいう。旧統

計法下の指定統計のうち、新統計法施行の段階（平成 21 年４月１日）で引き続き作成

されていたものについては、基幹統計に移行している。 

６ 本月報中で「基幹統計調査」とは、基幹統計を作成するために行われた統計調査を

いう。 

７ 本月報中で「一般統計調査」とは、国の行政機関が行う統計調査のうち、基幹統計

調査以外のものをいう。 

８ 本月報中の目次等における調査名の後ろの「平成◇年承認」「平成◇年届出」につい

ては、本月報の編集に係るシステム管理上、付記しているものである。 
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○基幹統計調査の承認 

 

統計調査の名称 実 施 者 主 な 承 認 事 項 承認年月日

作 物 統 計 調 査 農 林 水 産 大 臣 承認事項の変更 

①標本数の変更 

 母 集 団 情 報 で あ る 農 林 業

セ ン サ ス の デ ー タ が 更 新 さ

れ た こ と に 伴 う 標 本 数 の 機

械的変更 

② 調 査 計 画 で 用 い ら れ る 用

語を、施策上の用語変更に合

わせて変更 

H23.5.18 

国 民 生 活 基 礎 調 査 厚 生 労 働 大 臣 承認事項の変更 

 平成 23 年の簡易調査の実

施に当たり、東日本大震災へ

の対応として、調査対象の地

域 的 範 囲 及 び 報 告 者 数 を 変

更。 

H23.5.18 

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した基幹統計調査の計画について、

主な内容を掲載したものである。 



○一般統計調査の承認

承認年月日 統計調査の名称 実施者

H23.5.12 障害福祉サービス等経営実態調査 厚 生 労 働 大 臣

H23.5.12 鉄道輸送統計調査 国 土 交 通 大 臣

H23.5.16 医療経済実態調査 厚 生 労 働 大 臣

H23.5.18 建設機械等損料調査 国 土 交 通 大 臣

H23.5.24 特定作物統計調査 農 林 水 産 大 臣

H23.5.25 平成23年有期労働契約に関する実態調査 厚 生 労 働 大 臣

H23.5.31 訪問看護療養費実態調査 厚 生 労 働 大 臣

H23.5.31 歯科技工料調査 厚 生 労 働 大 臣

 注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した一般統計調査について掲載したものである。
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（１）　新　規

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H23.5.12 福岡市観光入込客統計調査 福 岡 市 長

H23.5.12 県民歯科保健実態調査 神 奈 川 県 知 事

H23.5.24 生物多様性ふくおか戦略策定に係る事業者アンケート 福 岡 市 長

H23.5.25 静岡市買物環境状況実態調査 静 岡 市 長

H23.5.27 震災に伴う都内企業の雇用等への影響に関する調査 東 京 都 知 事

（２）　変　更

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H23.5.9 北九州市障害児・者実態調査 北 九 州 市 長

H23.5.11 東京都財政収支調査 東 京 都 知 事

H23.5.12 広島県職場環境実態調査 広 島 県 知 事

H23.5.16 中小企業景況調査 愛 知 県 知 事

H23.5.23 長野県賃金実態調査 長 野 県 知 事

○届出統計調査の受理

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（変更）について掲載したもので
　　ある。

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（新規）について掲載したもので
　　ある。
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○基幹統計調査の承認 

【調査名】 作物統計調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年５月１８日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課 

【目 的】 耕地及び作物の生産に関する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目

的とする。 

【沿 革】 昭和２２年に開始し、昭和２５年から指定統計調査として実施している。その後、統計法

の全部改正に伴い、平成２１年４月から基幹統計調査に移行している。昭和５４年には、一

部調査事項について調査項目の区分及び調査期日の変更を行った。平成１４年には、（１）

関連する承認統計調査を含めた調査体系の整備、（２）調査対象品目の選定基準の策定、（３）

調査票の統廃合、ＯＣＲ化等を実施した。平成１７年には、（１）作付予定面積調査及び野

菜・果樹に係る予想収穫量調査の廃止、（２）てんさい・さとうきびに関する作付面積調査

及び予想収穫量・収穫量調査の郵送調査化等の変更を行った。平成１９年には、（１）かん

しょ及び甘味資源作物（てんさい及びさとうきび）に係る予想収穫量調査の廃止、（２）耕

地面積調査及び水稲に係る作付面積調査において、調査員による実測調査の導入、（３）水

稲以外の作物に係る作付面積調査については農業協同組合その他の関係団体を対象に、水稲

以外の作物に係る収穫量調査については関係団体及び標本経営体を対象に往復郵送化をそ

れぞれ実施した。 

【調査の構成】 １－耕地面積調査 ２－作付面積調査 ３－作柄概況調査 ４－予想収穫量調査 ５

－収穫量調査 ６－被害応急調査 ７－共済減収調査 

【公 表】 インターネット及び印刷物（各公表の公表予定時期については、おおむね次のとおり。１．

耕地面積調査は、１０月下旬、２．作付面積調査は、作物ごとにそれぞれ６月中旬～翌年の

２月上旬の間、３．作柄概況調査は、７月～９月の各下旬、４．予想収穫量調査は、１０月

下旬、５．収穫量調査は作物ごとにそれぞれ６月中旬～翌年５月下旬までの間、６．被害応

急調査は、原則として四半期ごと及び天災融資法発動の際、７．共済減収調査は、各作物ご

とに調査実施後３か月以内。） 

【備 考】 本調査は、調査事項や作物の種類により、約３０種類の調査票により行われているが、こ

こでは、調査内容の種別により、７種類に区分して記載している。 

※ 

【調査票名】 １－耕地面積調査 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）圃場 （属性）圃場 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）（調査員又は職員による実測調査） （取集）（調査員

又は職員による実測調査） （記入）他計 （把握時）毎年７月１５日現在 （系統）

農林水産省－地方農政局－地方農政事務所－統計・情報センター 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月上旬～７月下旬 

【調査事項】 １．耕地の田畑別面積、２．耕地の田畑別の拡張及びかい廃面積 

※ 

【調査票名】 ２－作付面積調査 
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【調査対象】 （地域）全国（作物によっては一部の地域。また、作物によっては、３年又は５年ご

とに全国調査を行い、その中間年には主産県で調査を行う。） （単位）圃場、協同組合、

事業所又は企業、世帯 （属性）１．圃場、２．農業協同組合、荒茶工場、製糖会社、

製糖工場、集出荷団体、集出荷業者、その他の関係団体、３．耕地の所有者又は耕作者

（農林業経営体を含む。） 

【調査方法】 （選定）全数・無作為抽出・有意抽出 （客体数）７，８２０／２６，９２０ （配

布）郵送・調査員・職員 （取集）郵送・調査員・職員 （記入）併用 （把握時）作

物により、７月１５日、９月１日又は収穫期 （系統）農林水産省－地方農政局－地方

農政事務所－統計・情報センター－報告者（水稲については、調査員又は職員による実

測調査） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）水稲については、７月上旬～７月下旬。それ以外の作物

については、把握時の前後の期間 

【調査事項】 作物の種類別作付面積 

※ 

【調査票名】 ３－作柄概況調査 

【調査対象】 （地域）全国（７月１５日現在調査については、徳島県、高知県、宮崎県、鹿児島県

及び沖縄県） （単位）圃場 （属性）圃場 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）（職員による実測調査） （取集）（職員による実測調

査） （記入）他計 （把握時）７月１５日、８月１５日及びもみ数確定期 （系統）

農林水産省－地方農政局－地方農政事務所－統計・情報センター 

【周期・期日】 （周期）年３回 （実施期日）把握時の前後の期間 

【調査事項】 水稲の時期別の作柄概況 

※ 

【調査票名】 ４－予想収穫量調査 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）圃場 （属性）圃場 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）（職員による実測調査） （取集）（職員による実測調

査） （記入）他計 （把握時）毎年１０月１５日現在 （系統）農林水産省－地方農

政局－地方農政事務所－統計・情報センター 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１０月上旬～１０月中旬 

【調査事項】 水稲の予想収穫量 

※ 

【調査票名】 ５－収穫量調査 

【調査対象】 （地域）全国（作物によっては一部の地域。また、作物によっては、３年又は５年ご

とに全国調査を行い、その中間年には主産県で調査を行う。） （単位）圃場、協同組合、

事業所又は企業、世帯 （属性）１．圃場、２．農業協同組合、荒茶工場、製糖会社、

製糖工場、集出荷団体、集出荷業者、その他の関係団体、３．耕地の所有者又は耕作者

（農林業経営体を含む。） 

【調査方法】 （選定）全数・無作為抽出・有意抽出 （客体数）９４，３２０／９９４，５２０ （配
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布）郵送・職員 （取集）郵送・職員 （記入）併用 （把握時）作物ごとの収穫期 （系

統）農林水産省－地方農政局－地方農政事務所－統計・情報センター－報告者（水稲に

ついては、職員による実測調査） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）把握時の前後の期間 

【調査事項】 作物の種類別収穫量（水稲にあってはその災害種類別の被害量、果樹及び野菜にあっ

ては出荷量を含む。花きにあっては出荷量に限る。） 

※ 

【調査票名】 ６－被害応急調査 

【調査対象】 （地域）作物について重大な被害が発生したと認められる地域 （単位）圃場 （属

性）圃場 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （配布）（職員による実測調査） （取集）（職員による実測調査） 

（記入）他計 （把握時）農作物に重大な被害が発生したとき （系統）農林水産省－

地方農政局－地方農政事務所－統計・情報センター 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）農作物に重大な被害が発生したと認められる場合、速や

かに行う。 

【調査事項】 災害を受けた作物（作物について重大な災害等が発生したと認められる地域内にある

作物の栽培の用に供される土地のうちからセンターの長が選定した土地において栽培さ

れる作物）の災害種類別作付面積及び被害量 

※ 

【調査票名】 ７－共済減収調査 

【調査対象】 （地域）農作物、畑作物及び果樹共済事業を実施する都道府県のうち、当該作物ごと

に農林水産省統計部長が定める都道府県 （単位）圃場 （属性）圃場 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）（職員による実測調査） （取集）（職員による実測調

査） （記入）他計 （把握時）作物により、収穫期又は暴風雨が発生したとき （系

統）農林水産省－地方農政局－地方農政事務所－統計・情報センター 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）原則として収穫期に行う。ただし、りんご、ぶどう、な

し及びももについては、暴風雨が発生した場合、速やかに行う。 

【調査事項】 作物（農業災害補償法第８４条第１項第１号、第４号及び第６号に掲げる作物の栽培

の用に供される土地のうちから当該作物の種類ごとに抽出した土地において栽培される

当該作物）の種類別共済基準減収量及び当該基準減収量に係る作付面積 
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【調査名】 国民生活基礎調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年５月１８日 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課国民生活基礎調査室 

【目 的】 本調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働省

の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な基礎資料を得るとともに、各種調査の調査

客体を抽出するための親標本を設定することを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、「厚生行政基礎調査」（旧統計法（昭和２２年法律第１８号）に基づく指定統計

第６０号を作成するための調査）、「国民健康調査」（同第６８号を作成するための調査）、「保

健衛生基礎調査」（旧統計報告調整法に基づく承認統計調査）及び「国民生活実態調査」（承

認統計調査）を統合して、昭和６１年から開始されたものである。調査は、３年ごとに実施

する大規模調査と、その中間の各年に実施する簡易調査から構成される。その後の主な変更

は、以下のとおりである。（１）平成１３年：「介護票」を創設。「健康票」を密封回収化、（２）

平成１９年：「世帯票」及び「介護票」を自計報告化、（３）平成２２年：「所得票」を自計

報告化、（４）平成２３年の簡易調査については、東日本大震災の影響により、岩手県、宮

城県及び福島県の全域を除き実施される。 

【調査の構成】 １－世帯票（大規模調査） ２－健康票（大規模調査） ３－介護票（大規模調査） 

４－所得票（大規模調査） ５－貯蓄票（大規模調査） ６－世帯票（簡易調査） ７

－所得票（簡易調査） 

【公 表】 インターネット及び印刷物（調査実施年の翌年７月） 

※ 

【調査票名】 １－世帯票（大規模調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯及び個人 （属性）世帯及び世帯員 （抽出枠）平成１

７年国勢調査調査区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２７６，０００／４９，５６６，０００ ７２５，

０００／１２７，７６８，０００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把

握時）調査実施年の６月の第１又は第２木曜日現在 （系統）厚生労働省－都道府県－

（保健所設置市・特別区）－保健所－指導員－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）厚生労働大臣への提出期限は、調査実施年の７月中旬 

【調査事項】 １．世帯に係る事項（１）世帯員数等、（２）世帯を離れている方の状況、（３）住居

の種類、（４）室数及び床面積、（５）５月中の家計支出総額等、２．世帯員に係る事項

（１）最多所得者、（２）世帯主との続柄、（３）性、（４）出生年月、（５）配偶者（夫

又は妻）の有無、（６）医療保険の加入状況、（７）公的年金・恩給の受給状況、（８）乳

幼児（小学校入学前）の保育状況（小学校入学前の者のみ）、（９）手助けや見守りの要

否等（６歳以上の者のみ）、（１０）教育（１５歳以上の者のみ）、（１１）公的年金の加

入状況（１５歳以上の者のみ）、（１２）別居している子の有無等（１５歳以上の者のみ）、

（１３）５月中の仕事の状況（１５歳以上の者のみ）、（１４）１週間の就業日数等（１

５歳以上の者のみ）、（１５）就業開始時期（１５歳以上の者のみ）、（１６）仕事の内容

（職業分類）（１５歳以上の者のみ）、（１７）勤めか自営かの別等（１５歳以上の者のみ）、
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（１８）就業希望の有無等（１５歳以上の者のみ） 

※ 

【調査票名】 ２－健康票（大規模調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）世帯員 （抽出枠）平成１７年国勢調査調査

区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７２５，０００／１２７，７６８，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査実施年の６月の第１又は第２

木曜日現在 （系統）厚生労働省－都道府県－（保健所設置市・特別区）－保健所－指

導員－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）厚生労働大臣への提出期限は、調査実施年の７月中旬 

【調査事項】 １．性、２．出生年月、３．入院・入所の状況、４．自覚症状の有無、その症状及び

治療状況、５．通院・通所の状況・傷病名、６．病気やけが、予防で支払った費用、７．

日常生活への影響（６歳以上の者のみ）、８．普段の活動ができなかった日数（６歳以上

の者のみ）、９．健康状態（６歳以上の者のみ）、１０．悩みストレスの有無・原因・相

談状況（１２歳以上の者のみ）、１１．こころの状態（１２歳以上の者のみ）、１２．喫

煙の状況（１２歳以上の者のみ）、１３．健診等の受診状況（２０歳以上の者のみ）、１

４．がん検診の状況（２０歳以上の者のみ） 

※ 

【調査票名】 ３－介護票（大規模調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）世帯員 （抽出枠）平成１７年国勢調査調査

区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，０００／７２５，０００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査実施年の６月の第１又は第２木曜日現在 （系

統）厚生労働省－都道府県－（保健所設置市・特別区）－保健所－指導員－調査員－報

告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）厚生労働大臣への提出期限は、調査実施年の７月中旬 

【調査事項】 １．調査票の回答者、２．介護が必要な者の性別と出生年月、３．要介護度の状況、

４．介護が必要となった原因、５．居宅サービスの利用状況、６．介護保険によるサー

ビスを受けていない理由、７．主な介護者の介護時間、８．主な介護者以外の介護者の

状況、９．家族・親族等と訪問介護事業者による主な介護内容、１０．居宅サービスの

費用、１１．６５歳以上の介護保険被保険者（第１号被保険者）における介護保険料所

得段階、１２．介護費用の負担力 

※ 

【調査票名】 ４－所得票（大規模調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯及び個人 （属性）世帯及び世帯員 （抽出枠）平成１

７年国勢調査調査区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５０，０００／２７６，０００ １３２，０００／

７２５，０００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査実
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施年の前年の１月１日～１２月３１日 （系統）厚生労働省－都道府県－（市、特別区

及び福祉事務所設置町村）－福祉事務所－指導員－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）厚生労働大臣への提出期限は、調査実施年の８月中旬 

【調査事項】 １．性、２．出生年月、３．所得の種類別金額、４．課税等の状況別金額、５．企業

年金・個人年金等の掛金、６．生活意識の状況（世帯主又は世帯を代表する者のみ） 

※ 

【調査票名】 ５－貯蓄票（大規模調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）世帯 （抽出枠）平成１７年国勢調査調査区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５０，０００／２７６，０００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査実施年の６月末日現在 （系統）厚生労働

省－都道府県－（市、特別区及び福祉事務所設置町村）－福祉事務所－指導員－調査員

－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）厚生労働大臣への提出期限は、調査実施年の８月中旬 

【調査事項】 １．貯蓄現在高、２．貯蓄現在高の増減及び減った場合の金額及び理由、３．借入金

残高 

※ 

【調査票名】 ６－世帯票（簡易調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯及び個人 （属性）世帯及び世帯員 （抽出枠）平成１

７年国勢調査調査区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５３，０００／４９，５６６，０００ １３９，０

００／１２７，７６８，０００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把

握時）調査実施年の６月の第１又は第２木曜日現在 （系統）厚生労働省－都道府県－

（保健所設置市・特別区）－保健所－指導員－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）年（大規模調査実施年を除く。） （実施期日）厚生労働大臣への提出期

限は、調査実施年の７月中旬 

【調査事項】 １．世帯に係る事項（１）世帯員数等、（２）５月中の家計支出総額、２．世帯員に

係る事項（１）最多所得者、（２）世帯主との続柄、（３）性、（４）出生年月、（５）配

偶者（夫又は妻）の有無、（６）医療保険の加入状況、（７）傷病の状況、（８）公的年金・

恩給の受給状況、（９）教育（１５歳以上の者のみ）、（１０）公的年金の加入状況（１５

歳以上の者のみ）、（１１）５月中の仕事の状況（１５歳以上の者のみ）、（１２）勤めか

自営かの別等（１５歳以上の者のみ） 

※ 

【調査票名】 ７－所得票（簡易調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯及び個人 （属性）世帯及び世帯員 （抽出枠）平成１

７年国勢調査調査区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１２，０００／５３，０００ ３１，０００／１３

９，０００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査実施年

の前年の１月１日～１２月３１日 （系統）厚生労働省－都道府県－（市・特別区及び
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福祉事務所設置町村）－福祉事務所－指導員－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）年（大規模調査実施年を除く。） （実施期日）厚生労働大臣への提出期

限は、調査実施年の８月中旬 

【調査事項】 １．性、２．出生年月、３．所得の種類別金額、４．課税等の状況別金額、５．企業

年金・個人年金等の掛金、６．生活意識の状況（世帯主又は世帯を代表する者のみ） 
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○一般統計調査の承認 

【調査名】 障害福祉サービス等経営実態調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年５月１２日 

【実施機関】 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

【目 的】 障害福祉サービス報酬については、障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）等に

おいて、「サービス等に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した

費用の額の１００分の９０に相当する額」と定められており、おおむね３年ごとに行う障害

福祉サービス報酬改定に際しては、「サービス等に通常要する費用」を把握する必要がある。

本調査は、障害福祉サービス施設・事業所の収支状況を調査し、「サービス等に通常要する

費用」を把握することを目的とする。 

【沿 革】 平成２０年度から調査が開始された。平成２３年度に、３つの調査票（法人全体票、個別

票及び訪問介護票）が１つの調査票に統合された。 

【調査の構成】 １－平成２３年度障害福祉サービス等経営実態調査 調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（概況：平成２３年８月、報告書：平成２４年３月） 

【備 考】 今回の変更は、沿革欄記載のほか、調査事項について民間委託を導入。なお、以下の調査

計画記載のとおり、東日本大震災により津波などの影響を受けた地域については、当分の間、

調査は行われない。 

※ 

【調査票名】 １－平成２３年度障害福祉サービス等経営実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国（ただし、平成２３年調査については、東日本大震災等の影響により、

災害救助法が適用されている地域（東京都を除く。）を除外する。） （単位）施設・事

業所 （属性）１．新体系の障害福祉サービス等を提供する事業所（１）介護給付（居

宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、

重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援）、（２）訓練等給付（自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助）、（３）相談支援、２．旧体系の障害福祉

サービス等を提供する施設（特定旧法指定施設）（身体障害者療護施設、身体障害者更生

施設、身体障害者入所授産施設、身体障害者通所授産施設、知的障害者入所更生施設、

知的障害者入所授産施設、知的障害者通所更生施設、知的障害者通所授産施設、知的障

害者通勤寮）、３．障害児施設等（肢体不自由児施設、肢体不自由児療護施設、肢体不自

由児通園施設、盲児施設、ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、重症心身障害児施設、知

的障害児施設、第一種自閉症児施設、第二種自閉症児施設、知的障害児通園施設、重症

心身障害児（者）通園事業） （抽出枠）平成２２年４月１日現在の障害福祉サービス

事業所等を都道府県に照会等により作成した名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５，５４３／６９，８１２ （配布）郵送 （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２３年３月１日現在 （一部の

項目は平成２２年度１年間の実績） （系統）配布：厚生労働省－民間事業者－報告者

が属する法人－報告者、回収：報告者－（民間事業者）－厚生労働省（オンラインのみ

民間事業者経由） 
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【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）４月１日～５月２０日（ただし、平成２３年度は５月

２０日～５月３１日） 

【調査事項】 １．施設・事業所に関する事項（定員、実利用者数、延利用者数、開所日数、加算の

取得状況、事業活動収支状況、新体系移行状況 等）、２．従事者に関する事項（職種別

の常勤換算人数、給与・手当の状況 等）  
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【調査名】 鉄道輸送統計調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年５月１２日 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報政策本部情報安全・調査課交通統計室 

【目 的】 鉄道、軌道及び索道の輸送実態を早期、かつ、総合的に明らかにすることを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、昭和６２年に開始された。 

【調査の構成】 １－鉄・軌道旅客輸送実態調査票（１号様式） ２－鉄道貨物輸送実態調査票（２号

様式） ３－鉄・軌道走行キロ調査票（３号様式） ４－索道旅客輸送実態調査票（４

号様式） 

【公 表】 インターネット及び印刷物（月報：調査実施月の翌々月末日、年報：調査実施年度の翌年

度末） 

【備 考】 今日の変更は、鉄道貨物輸送実態調査票（２号様式）及び鉄・軌道走行キロ調査票（３号

様式）に係る集計事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－鉄・軌道旅客輸送実態調査票（１号様式） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）鉄道事業者及び軌道経営者 （抽出枠）許可

等を受けた事業者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１８７ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オン

ライン （記入）自計 （把握時）毎月の実績 （系統）国土交通省－地方運輸局－報

告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月末日 

【調査事項】 １．旅客営業キロ、２．旅客数量（定期・定期外別）、３．旅客人キロ（定期・定期

外別） 

※ 

【調査票名】 ２－鉄道貨物輸送実態調査票（２号様式） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）鉄道事業者 （抽出枠）許可を受けた事業者

名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３０ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンラ

イン （記入）自計 （把握時）毎月の実績 （系統）国土交通省－地方運輸局－報告

者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月末日 

【調査事項】 １．貨物営業キロ、２．貨物数量（コンテナ・車扱別）、３．貨物トンキロ（コンテ

ナ・車扱別） 

※ 

【調査票名】 ３－鉄・軌道走行キロ調査票（３号様式） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）鉄道事業者及び軌道経営者 （抽出枠）許可

等を受けた事業者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２０７ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オン

ライン （記入）自計 （把握時）毎月の実績 （系統）国土交通省－地方運輸局－報
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告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月末日 

【調査事項】 １．列車キロ（旅客・貨物別）、２．車両キロ（旅客車・貨物車別） 

※ 

【調査票名】 ４－索道旅客輸送実態調査票（４号様式） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）索道事業者 （抽出枠）許可を受けた事業者

名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６２４ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オン

ライン （記入）自計 （把握時）毎年度の実績（４月～翌年３月） （系統）国土交

通省－地方運輸局－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月末日 

【調査事項】 １．旅客人員、２．旅客収入  
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【調査名】 医療経済実態調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年５月１６日 

【実施機関】 厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室 

【目 的】 病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局における医業経営等の実態を明らかにす

ること及び、医療保険の保険者の財政状況の実態を把握し、社会保険診療報酬に関する基礎

資料を整備する。 

【沿 革】 本調査は、昭和４２年に開始した。平成２３年に、保険者調査票に関して、オンライン調

査が導入された。 

【調査の構成】 １－病院調査票 ２－一般診療所調査票 ３－一般診療所調査票補助票 ４－歯科診

療所調査票 ５－歯科診療所調査票補助票 ６－保険薬局調査票 ７－保険薬局調査

票補助票 ８－保険者調査票 

【公 表】 インターネット（調査実施年の１０月下旬） 

【備 考】 今回の変更は、沿革欄記載の変更のほか、病院調査票、一般診療所調査票及び一般診療所

調査票補助票に係る報告者数の増加並びに、病院調査票、一般診療所調査票、歯科診療所調

査票及び保険薬局調査票に係る調査事項の一部変更等。なお、以下の調査計画を基本としな

がら、東日本大震災により津波などの影響を受けた地域については、当分の間、調査を行わ

ず、集計からも除外される。 

※ 

【調査票名】 １－病院調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）社会保険による診療を行っている

病院 （抽出枠）医療施設基本ファイル 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，７８６／８，４００ （配布）郵送 （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の６月、調査実施年の３月末

日までに終了する直近の２事業年（度） （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２３年５月２３日～７月３１日 

【調査事項】 １．基本データ（病院の概要）、２．損益、３．給与、４．資産・負債、５．租税公

課等 

※ 

【調査票名】 ２－一般診療所調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）社会保険による診療を行っている

一般診療所 （抽出枠）医療施設基本ファイル 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０３０／６０，６００ （配布）郵送 （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の６月、調査実施年の３月末

日までに終了する直近の２事業年（度） （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２３年５月２３日～７月３１日 

【調査事項】 １．基本データ（診療所の概要）、２．損益、３．給与、４．資産・負債、５．租税

公課等 

※ 
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【調査票名】 ３－一般診療所調査票補助票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）社会保険による診療を行っている

一般診療所 （抽出枠）医療施設基本ファイル 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０３０／６０，６００ （配布）郵送 （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の６月３０日現在 （系統）

厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２３年５月２３日～７月３１日 

【調査事項】 １．減価償却資産の数量、２．取得年月、３．取得価額、４．事業専用割合等 

※ 

【調査票名】 ４－歯科診療所調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）社会保険による診療を行っている

歯科診療所 （抽出枠）医療施設基本ファイル 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１１３／５５，８００ （配布）郵送 （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の６月、調査実施年の３月末

日までに終了する直近の２事業年（度） （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２３年５月２３日～７月３１日 

【調査事項】 １．基本データ（歯科診療所の概要）、２．損益、３．給与、４．資産・負債、５．

租税公課等 

※ 

【調査票名】 ５－歯科診療所調査票補助票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）社会保険による診療を行っている

歯科診療所 （抽出枠）医療施設基本ファイル 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１１３／５５，８００ （配布）郵送 （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の６月３０日現在 （系統）

厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２３年５月２３日～７月３１日 

【調査事項】 １．減価償却資産の数量、２．取得年月、３．取得価額、４．事業専用割合等 

※ 

【調査票名】 ６－保険薬局調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）社会保険による調剤を行っている

保険薬局 （抽出枠）保険薬局基本ファイル 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５４４／３８，７００ （配布）郵送 （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の６月、調査実施年の３月末

日までに終了する直近の２事業年（度） （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２３年５月２３日～７月３１日 

【調査事項】 １．基本データ（保険薬局の概要）、２．損益、３．資産・負債、４．租税公課等 

※ 

【調査票名】 ７－保険薬局調査票補助票 



- 17 - 
 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）社会保険による調剤を行っている

保険薬局 （抽出枠）保険薬局基本ファイル 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５４４／３８，７００ （配布）郵送 （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の６月３０日現在 （系統）

厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２３年５月２３日～７月３１日 

【調査事項】 １．減価償却資産の数量、２．取得年月、３．取得価額、４．事業専用割合等 

※ 

【調査票名】 ８－保険者調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）組合 （属性）組合管掌健康保険及び共済組合の各保険者 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，６００ （配布）郵送 （取集）郵送・オンライン （記

入）自計 （把握時）平成２２年度末日現在。ただし、直営保養所・保健会館に関する

事項のうち、利用者数、総収入及び総支出については、平成２２年度の状況。 （系統）

厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２３年６月上旬～８月３１日 

【調査事項】 １．土地に関する事項（施設の種類、名称、所在地、地目、面積、取得年月日、取得

価格、帳簿価格、固定資産税評価額、時価評価額、評価方法、評価年月）、２．直営保養

所・保健会館に関する事項（施設の種類、名称、所在地、建築面積、延べ面積、帳簿価

格、利用者数、総収入、総支出）  
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【調査名】 建設機械等損料調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年５月１８日 

【実施機関】 国土交通省総合政策局建設施工企画課 

【目 的】 本調査は、公共工事の積算において建設機械施工に係わる経費を算出する場合に必要な建

設機械等損料算定表の諸数値を検討するための基礎資料を得ることを目的とする。 

【沿 革】 平成３年に、調査周期が３年から２年に変更された。 

【調査の構成】 １－建設機械等損料調査票 

【公 表】 インターネット（調査実施年度の３月末日） 

【備 考】 今回の変更は、報告者数、調査票様式、調査事項の変更等。 

※ 

【調査票名】 １－建設機械等損料調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）国土交通省直轄工事の積算で使用頻度の高い

建設機械（１７５機種 ５７２規格）を保有していると想定される建設業者 （抽出枠）

公共工事の競争入札参加資格有資格者名簿、（社）日本機械土工協会会員名簿及び（社）

日本基礎建設協会会員名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出及び有意抽出 （客体数）１，２００／６６，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送・オンライン・ＦＡＸ （記入）自計 （把握時）報告者の直近の

決算日から過去２年間 （系統）国土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）調査実施年度の６月～７月 

【調査事項】 １．建設機械の使用実態（稼働実績・修理実績等）、２．建設機械の処分実態（処分

価格・処分機械の運転時間等）、３．建設機械の管理実態（管理に要した費用等）
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【調査名】 特定作物統計調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年５月２４日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課 

【目 的】 本調査は、豆類（小豆、いんげん及びらっかせい）、そば、なたね、こんにゃくいも及び

「い（イグサ）」の生産に関する実態を明らかにし、「食料・農業・農村基本計画」における

食料自給率や生産数量目標の算定、目標達成に向けた各種施策の推進や達成状況の検証、戸

別所得補償制度の推進、関税割当数量の算定、共済基準収穫量の算定、生産振興対策等の推

進のための資料を整備することを目的に実施する。 

【沿 革】 本調査は、平成１３年度に作物統計調査（当時は指定統計調査。現在は基幹統計調査。）

及び生産関連の５つの承認統計調査を再編した際に設けられた基準に基づき、作物統計調査

では把握されない作物のうち、個別制度との関連で、作付面積及び収穫量について把握する

ことが必要と考えられる作物を対象として、平成１４年度（１４年産）から実施されている。

調査開始以来、小豆、いんげん、らっかせい、そば、こんにゃくいも及び「い（イグサ）」

の６品目を把握の対象として実施されてきたが、平成２２年度（２２年産）からは、なたね

を追加し、７品目を把握対象として実施されている。 

【調査の構成】 １－豆類作付面積調査 郵送調査票（団体用） ２－豆類収穫量調査 郵送調査票（団

体用） ３－そば作付面積調査・収穫量調査 郵送調査票（団体用） ４－豆類・そば

収穫量調査 郵送調査票（経営体用） ５－なたね（子実用）作付面積調査・収穫量調

査 郵送調査票（団体用） ６－なたね（子実用）収穫量調査 郵送調査票（経営体用） 

７－こんにゃくいも作付面積調査・収穫量調査 郵送調査票（団体用） ８－こんにゃ

くいも収穫量調査 郵送調査票（経営体用） ９－い作付面積調査・収穫量調査 郵送

調査票（団体用） 

【公 表】 インターネット及び印刷物（概要：調査品目により、８月下旬～翌年２月下旬、詳細：調

査品目により、翌年６月～翌年１０月） 

【備 考】 今回の変更は、母集団情報を２００５年農林業センサスの情報から、２０１０年世界農林

業センサスの情報に更新することに伴う標本数の変更。なお、東日本大震災により津波など

の影響を受けた地域については、当分の間、調査を行わず、集計から除外する。 

※ 

【調査票名】 １－豆類作付面積調査 郵送調査票（団体用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農協等関係団体 （属性）豆類（小豆、いんげん、らっかせ

い）を取り扱った農協、その他の関係団体 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２５０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把

握時）北海道：毎年７月１日現在、都府県：毎年９月１日現在 （系統）農林水産省－

地方農政局－地方農政事務所－統計・情報センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）北海道：毎年６月下旬、都府県：毎年８月下旬 

【調査事項】 豆類（小豆、いんげん、らっかせい）の作付面積 

※ 

【調査票名】 ２－豆類収穫量調査 郵送調査票（団体用） 
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【調査対象】 （地域）主産県（ただし３年周期で全国） （単位）農協等関係団体 （属性）豆類

（小豆、いんげん、らっかせい）を取り扱った農協、その他の関係団体 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２２０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把

握時）収穫期 （系統）農林水産省－地方農政局－地方農政事務所－統計・情報センタ

ー－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）収穫期 

【調査事項】 １．豆類（小豆、いんげん、らっかせい）の作付面積、２．集荷量等 

※ 

【調査票名】 ３－そば作付面積調査・収穫量調査 郵送調査票（団体用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農協等関係団体 （属性）「そば」を取り扱った農協、その

他の関係団体 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３５０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把

握時）収穫期 （系統）農林水産省－地方農政局－地方農政事務所－統計・情報センタ

ー－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）収穫期 

【調査事項】 １．「そば」の作付面積、２．集荷量等 

※ 

【調査票名】 ４－豆類・そば収穫量調査 郵送調査票（経営体用） 

【調査対象】 （地域）豆類：主産県（３年周期で全国）、そば：全国 （単位）農林業経営体 （属

性）２０１０年世界農林業センサスにおいて「小豆」「その他の豆類」又は「そば」を販

売目的で作付けたと回答した農林業経営体 （抽出枠）２０１０年世界農林業センサス 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，４１０／３２，１２０ ９，９３０／１０８，

３００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）収穫期 （系統）農

林水産省－地方農政局－地方農政事務所－統計・情報センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）収穫期 

【調査事項】 １．豆類（小豆、いんげん、らっかせい）又は「そば」の作付面積、２．収穫量（出

荷量、自家消費等の量）等 

※ 

【調査票名】 ５－なたね（子実用）作付面積調査・収穫量調査 郵送調査票（団体用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農協等関係団体 （属性）「なたね」を取り扱った農協、そ

の他の関係団体 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１７０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把

握時）収穫期 （系統）農林水産省－地方農政局－地方農政事務所－統計・情報センタ

ー－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）収穫期 

【調査事項】 １．「なたね」の作付面積、２．集荷量等 

※ 

【調査票名】 ６－なたね（子実用）収穫量調査 郵送調査票（経営体用） 



- 21 - 
 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農林業経営体 （属性）２０１０年世界農林業センサスにお

いて「その他の工芸農作物」を販売目的で作付けたと回答した農林業経営体 （抽出枠）

２０１０年世界農林業センサス 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８１０／４，６９０ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）収穫期 （系統）農林水産省－地方農政局－地方農政

事務所－統計・情報センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）収穫期 

【調査事項】 １．「なたね」の作付面積、２．収穫量（出荷量、自家消費等の量）等 

※ 

【調査票名】 ７－こんにゃくいも作付面積調査・収穫量調査 郵送調査票（団体用） 

【調査対象】 （地域）主産県（ただし３年周期で全国） （単位）農協等関係団体 （属性）こん

にゃくいもを取り扱った農協、その他の関係団体 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把

握時）収穫期 （系統）農林水産省－地方農政局－地方農政事務所－統計・情報センタ

ー－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）収穫期 

【調査事項】 １．こんにゃくいもの作付面積、２．集荷量等 

※ 

【調査票名】 ８－こんにゃくいも収穫量調査 郵送調査票（経営体用） 

【調査対象】 （地域）主産県（ただし３年周期で全国） （単位）農林業経営体 （属性）２０１

０年世界農林業センサスにおいて「こんにゃくいも」を販売目的で作付けたと回答した

農林業経営体 （抽出枠）２０１０年世界農林業センサス 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５０／１，３８０ ３３０／２，６８０ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）収穫期 （系統）農林水産省－地方農

政局－地方農政事務所－統計・情報センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）収穫期 

【調査事項】 １．こんにゃくいもの作付面積、２．収穫量（出荷量、自家消費等の量）等 

※ 

【調査票名】 ９－い作付面積調査・収穫量調査 郵送調査票（団体用） 

【調査対象】 （地域）主産県 （単位）農協等関係団体 （属性）「い（イグサ）」を取り扱った農

協、その他の関係団体 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把

握時）収穫期 （系統）農林水産省－地方農政局－地方農政事務所－統計・情報センタ

ー－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）収穫期 

【調査事項】 １．「い（イグサ）」の作付面積、２．集荷量等  
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【調査名】 平成２３年有期労働契約に関する実態調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年５月２５日 

【実施機関】 厚生労働省労働基準局労働条件政策課 

【目 的】 有期契約労働者は、多様な集団であり、呼称のみによっては実態を必ずしも明らかにでき

ないことから、有期契約労働者を職務によって分類することで、有期契約労働者の雇用・就

業の実態、契約更新と雇止めの状況等、有期契約労働に関する実態の総合的な把握・分析を

行うこととし、もって、有期労働契約に係る施策の立案に資するものとする。 

【沿 革】 本調査は、平成２１年に１回限りで実施したものであり、平成２３年は２回目の実施であ

る。 

【調査の構成】 １－平成２３年有期労働契約に関する実態調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（概要：平成２３年９月、詳細：平成２４年６月） 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更。なお、以下の調査計画記載のとおり、東日本大震災

により津波などの影響を受けた地域については、調査は行われない。 

※ 

【調査票名】 １－平成２３年有期労働契約に関する実態調査票 

【調査対象】 （地域）全国（ただし、岩手県、宮城県及び福島県を除く。） （単位）事業所 （属

性）日本標準産業分類に掲げる次の大分類に属し、常用労働者を５人以上雇用している

民営事業所とする。「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・

熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小売業」、「金融業，保

険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，飲食

サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業（ただし、生活関連サービス業のうち家事

サービス業を除く。）」、「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」、「サ

ービス業（他に分類されないもの）（外国公務を除く。）」 （抽出枠）平成１８年事業所・

企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００／１，６４０，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２３年７月１日現在（一部の項目につい

ては、調査実施前年度を含む過去２年度の実績） （系統）厚生労働省－民間事業者－

報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２３年７月１日～７月２９日 

【調査事項】 １．事業所の属性（１）事業所の属する企業全体の常用労働者規模、（２）事業所全

体の直接雇用労働者数、他社から受け入れている労働者数及び就業形態別労働者数、２．

有期契約労働者の基礎情報（１）有期契約労働者の職務タイプ別労働者数、性別労働者

数及びパートタイム労働者数、（２）人事労務管理上最も重要と考えている職務タイプ、

（３）期間を定めて雇用する主な理由、（４）有期契約労働者を雇用できなくなった場合

の影響及び理由、３．有期契約労働者の就業状況（１）希望する継続契約期間、（２）１

回当たりの契約期間、（３）契約更新回数の上限の有無及び回数、（４）実際の契約更新

回数、（５）勤続年数の上限の有無及び年数、（６）実際の勤続年数、（７）クーリングオ

フ期間の有無及び平均的なクーリングオフ期間、（８）契約締結時の契約期間、更新の有
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無及び更新の判断基準の明示の有無並びにそれらの明示方法、（９）労働契約の更新形態、

（１０）就業規則の適用状況、（１１）３年超の有期契約労働者の有無及び契約期間、４．

有期契約労働者の契約期間途中の退職の申し出の有無、時期及び労働者に対する損害賠

償請求の有無、５．正社員と比較した労働条件等（１）残業の有無及び平均残業時間、

（２）異動・転勤の有無及び範囲、（３）昇進の有無及び範囲、（４）１時間当たりの基

本給の水準、（５）退職金、賞与、諸手当の有無、（６）退職金の水準、（７）教育訓練機

会の状況、（８）福利厚生の有無及び内容、６．正社員転換制度（１）正社員転換制度の

有無及び転換実績、（２）正社員転換を実施する上での支障、７．雇止めについて（１）

雇止めの有無及び理由、（２）雇止めに対する考え方、（３）雇止めの手続きの種類及び

事前通告日数、（４）中途解雇・雇止め時の退職金の支給の状況、（５）雇止めをめぐる

トラブル発生の有無及び原因、７．有期契約労働者の今後の活用方針 
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【調査名】 訪問看護療養費実態調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年５月３１日 

【実施機関】 厚生労働省保険局医療課 

【目 的】 本調査は、訪問看護療養費における基本療養費の請求実態、基本療養費及び管理療養費と

それらに係る加算の請求実態の把握・分析等を行うことにより、訪問看護療養費の支給額等

を適正に評価し、次回診療報酬改定時における訪問看護療養費の改定を行うための基礎資料

を得ることを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、平成１３年に開始され、旧統計法下では「届出統計調査」として扱われてきた

が、統計法の全部改正により、一般統計調査として扱われることになった。 

【調査の構成】 １－訪問看護療養費明細書 

【公 表】 インターネット（調査実施年の翌年１月末日） 

【備 考】 今回は、統計法の全部改正後、一般統計調査として初めての承認を受けるものであり、調

査計画に特段の変更はない。 

※ 

【調査票名】 １－訪問看護療養費明細書 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）協会 （属性）社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中

央会 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）調査実施年の６月の１か月間 （系統）厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）調査実施年の７月末日 

【調査事項】 １．心身の状態、２．主たる傷病名、３．指示期間、４．基本療養費、５．情報提供

療養費、６．訪問看護ターミナルケア療養費、７．管理療養費、８．訪問日等
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【調査名】 歯科技工料調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年５月３１日 

【実施機関】 厚生労働省保険局医療課 

【目 的】 歯冠修復及び欠損補綴に際して用いられる各種歯科技工物の歯科技工料を調査し、歯科保

険医療について検討するための基礎資料を得ることを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、昭和６２年に開始され、承認統計調査として実施されてきたが、統計法の全部

改正により、一般統計調査として扱われることになった。 

【調査の構成】 １－歯科医療機関用調査票 ２－歯科技工所用調査票 

【公 表】 非公表 

【備 考】 今回の変更は、歯科医療機関用調査票に係る報告者数の増加及び歯科技工所用調査票に係

る報告者数の削減。なお、以下の調査計画記載を基本としながらも、東日本大震災により津

波などの影響を受けた地域については、当分の間、調査は行わず、集計からも除外される。 

※ 

【調査票名】 １－歯科医療機関用調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）歯科医療機関 （抽出枠）医療施設調査の

結果を基に作成する名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６６１／６６，１８３ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）西暦奇数年の７月１日～７月３１日 （系統）厚生労働

省－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２３年６月下旬～９月９日 

【調査事項】 １．歯科医療機関における外注歯科技工料に係る歯科技工物別の金額、２．総取扱い

件数 

※ 

【調査票名】 ２－歯科技工所用調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）歯科技工所 （抽出枠）社団法人日本技工

士会の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５４５／５，４５９ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）西暦奇数年の７月１日～７月３１日 （系統）厚生労働省－

報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２３年６月下旬～９月９日 

【調査事項】 １．歯科技工所における外注歯科技工料に係る歯科技工物別の金額、２．総取扱い件

数 
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○届出統計調査の受理 

（１）新規 

【調査名】 福岡市観光入込客統計調査（平成２３年届出） 

【受理年月日】 平成２３年５月１２日 

【実施機関】 福岡市経済振興局集客交流部集客企画課 

【目 的】 福岡市を訪れた観光客について、観光入込客数、観光消費額、交通機関や宿泊施設の利用

状況、立ち寄り状況、旅行日数等を明らかにし、観光・集客施策を効果的に推進するための

基礎資料を得るもの。 

【調査の構成】 １－福岡市観光入込客統計調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－福岡市観光入込客統計調査 調査票 

【調査対象】 （地域）福岡市内観光地１２地点程度 （単位）個人 （属性）福岡市内観光客 （抽

出枠）福岡市内の観光客 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７，０００／１６，０００，０００ （配布）調査員 

（取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２３年５月～平成２４年３月３０日 （系

統）福岡市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３月毎 （実施期日）５月、８月、１１月、２月の下旬 

【調査事項】 １．住所、２．属性、３．旅行日数（宿泊数）、４．旅行目的、５．人数、６．旅行

回数、７．立ち寄り状況、８．旅行消費額  
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【調査名】 県民歯科保健実態調査（平成２３年届出） 

【受理年月日】 平成２３年５月１２日 

【実施機関】 神奈川県保健福祉局保健医療部健康増進課 

【目 的】 本調査は、神奈川県における歯科保健の実態を把握し、歯科保健対策の推進に必要な基礎

資料を得るとともに、「かながわ健康プラン２１」の評価としての活用を図り、県民の健康

増進の推進に役立てることを目的とする。 

【調査の構成】 １－県民歯科保健実態調査 調査票（３歳児） ２－県民歯科保健実態調査 調査票

（園児） ３－県民歯科保健実態調査 調査票（小学４年生） ４－県民歯科保健実態

調査 調査票（中学１年生・高校１年生） ５－県民歯科保健実態調査 調査票（成人） 

※ 

【調査票名】 １－県民歯科保健実態調査 調査票（３歳児） 

【調査対象】 （地域）神奈川県全域 （単位）個人 （属性）神奈川県内在住の３歳男女で、市町

村が実施する平成２３年７月１日～１０月３１日の聞の１か月間の３歳児歯科健康診査

対象児 （抽出枠）住民基本台帳名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６，０００／７９，０００ （配布）職員 （取集）

職員 （記入）自計 （把握時）平成２３年７月１日～１０月３１日のうち１日 （系

統）神奈川県－市町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２３年７月１日～１０月３１日 

【調査事項】 １．属性（性別、出生順位、住所地域）、２．歯科保健行動（食生活、フッ化物配合

歯磨剤使用状況、歯みがきの状況、口腔内観察状況、歯科受診等）、３．う蝕罹患状況（う

蝕罹患状況、う蝕本数等） 

※ 

【調査票名】 ２－県民歯科保健実態調査 調査票（園児） 

【調査対象】 （地域）神奈川県全域 （単位）個人 （属性）統計法に基づく文部科学省実施の学

校保健統計調査抽出幼稚園に在籍する５歳児 （抽出枠）学校保健統計調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００／７７，０００ （配布）職員 （取集）

職員 （記入）自計 （把握時）平成２３年６月１５日～７月２０日のうち１日 （系

統）神奈川県－市町村－学校－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２３年６月１５日～７月２０日 

【調査事項】 １．属性（性別、出生順位、住所地域）、２．歯科保健行動（食生活、フッ化物配合

歯磨剤使用状況、歯みがきの状況、口腔内観察状況、歯科受診等）、３．う蝕罹患状況（う

蝕罹患状況、う蝕本数等） 

※ 

【調査票名】 ３－県民歯科保健実態調査 調査票（小学４年生） 

【調査対象】 （地域）神奈川県全域 （単位）個人 （属性）統計法に基づく文部科学省実施の学

校保健統計調査抽出公立学校に在籍する小学４年生 （抽出枠）学校保健統計調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，７００／８２，０００ （配布）職員 （取集）

職員 （記入）自計 （把握時）平成２３年６月１５日～７月２０日のうち１日 （系



- 28 - 
 

統）神奈川県－市町村－学校－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２３年６月１５日～７月２０日 

【調査事項】 １．属性（性別、出生順位、住所地域）、２．歯科保健行動（食生活、フッ化物配合

歯磨剤使用状況、歯みがきの状況、口腔内観察状況、歯科受診等）、３．う蝕罹患状況（う

蝕罹患状況、う蝕本数等） 

※ 

【調査票名】 ４－県民歯科保健実態調査 調査票（中学１年生・高校１年生） 

【調査対象】 （地域）神奈川県全域 （単位）個人 （属性）統計法に基づく文部科学省実施の学

校保健統計調査抽出公立学校に在籍する中学１年生及び高校１年生 （抽出枠）学校保

健統計調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１６，０００／１４７，０００ （配布）職員 （取

集）職員 （記入）自計 （把握時）平成２３年６月１５日～７月２０日のうち１日 （系

統）神奈川県－市町村－学校－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２３年６月１５日～７月２０日 

【調査事項】 １．属性（性別、出生順位、住所地域）、２．歯科保健行動（食生活、フッ化物配合

歯磨剤使用状況、歯みがきの状況、口腔内観察状況、歯科受診等）、３．う蝕罹患状況（う

蝕罹患状況、う蝕本数等） 

※ 

【調査票名】 ５－県民歯科保健実態調査 調査票（成人） 

【調査対象】 （地域）神奈川県全域 （単位）個人 （属性）神奈川県歯科医師会会員の診療所に

来院した、調査実施日に神奈川県内在住の２０歳以上の初診患者（再初診患者を含む。） 

（抽出枠）神奈川県歯科医師会会員の診療所受診者 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５，０００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）

併用 （把握時）平成２３年６月１５日～１０月３１日のうち１日 （系統）神奈川県

－民間事業者－歯科医師会会員診療所－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２３年６月１５日～１０月３１日 

【調査事項】 １．属性（性別、年齢、住所地域）、２．口腔内状況（現在歯数、う蝕、歯周疾息の

状況等（歯科医師による診察））、３．歯科保健行動（フッ化物配合歯磨剤使用状況、歯

みがきの状況、歯科受診状況等）、４．生活習慣（運動、喫煙等）、５．歯科保健に関す

る知識（歯周疾患と全身との関係、歯科関連用語の認知度等）  
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【調査名】 生物多様性ふくおか戦略策定に係る事業者アンケート（平成２３年届出） 

【受理年月日】 平成２３年５月２４日 

【実施機関】 福岡市環境局温暖化対策部環境調整課 

【目 的】 福岡市内に事業所を有する事業者を対象として、生物多様性に関する事業者の意識や取組

状況等を把握するため、アンケート調査を実施するもの。 

【調査の構成】 １－事業者アンケート調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－事業者アンケート調査 調査票 

【調査対象】 （地域）福岡市全域 （単位）事業所 （属性）事業所 （抽出枠）産業分類の各分

野から、事業規模の大きい事業所 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２５５／７５，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）平成２３年７月１日～７月３１日 （系統）福岡市－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２３年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．属性、２．生物多様性に関する意識・理解度、３．取組状況、４．今後の取組可

能性  
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【調査名】 静岡市買物環境状況実態調査（平成２３年届出） 
【受理年月日】 平成２３年５月２５日 
【実施機関】 静岡市経済局商工部商業労政課 
【目 的】 静岡市内の買物弱者の分布状況、買物弱者の買物に係る生活の現状及び商業者の買物弱者

対策の実施状況を把握し、本市の買物弱者への対応策等を検討するための基礎資料を得るこ

とを目的とする。 
【調査の構成】 １－静岡市買物環境状況実態調査 調査票Ａ ２－静岡市買物環境状況実態調査 調

査票Ｂ ３－静岡市買物環境状況実態調査 調査票Ｃ 
※ 
【調査票名】 １－静岡市買物環境状況実態調査 調査票Ａ 
【調査対象】 （地域）静岡市全域 （単位）個人 （属性）静岡市内に居住する５０歳以上の者 （抽

出枠）住民基本台帳 
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，５００／７１４，５３０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２３年８月１日現在 （系統）静岡市－民間

事業者－報告者 
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２３年８月下旬～９月３０日 
【調査事項】 １．住まいについて、２．本人について、３．家庭について、４．家庭の食料品の買

物について、５．食料品の買物環境について、６．買物支援サービスについて、７．行

政施策への要望について 
※ 
【調査票名】 ２－静岡市買物環境状況実態調査 調査票Ｂ 
【調査対象】 （地域）静岡市全域 （単位）個人 （属性）静岡市内に居住する５０歳以上の者の

うち、商業施設が無い又は商業施設が少ない１０地区に居住する者 （抽出枠）住民基

本台帳 
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／３２５，９２２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２３年８月１日現在 （系統）静岡市－民間

事業者－報告者 
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２３年８月下旬～９月３０日 
【調査事項】 １．住まいについて、２．本人について、３．家庭について、４．家庭の食料品の買

物について、５．食料品の買物環境について、６．買物支援サービスについて、７．行

政施策への要望について 
※ 
【調査票名】 ３－静岡市買物環境状況実態調査 調査票Ｃ 
【調査対象】 （地域）静岡市全域 （単位）事業所 （属性）静岡市内の大規模スーパーマーケッ

ト等の小売事業所 （抽出枠）静岡市が保有する大規模小売店舗名簿及び中規模小売店

舗名簿 
【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把

握時）平成２３年８月１日現在 （系統）静岡市－民間事業者－報告者 
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２３年８月下旬～９月３０日 
【調査事項】 １．商品の配達サービスの実施状況について、２．インターネット・電話等による通

信販売サービスの実施状況について、３．御用聞きサービスの実施状況について、４．

移動販売車等による販売の実施状況について、５．送迎サービスの実施状況について、

６．その他買物利便性向上サービスの実施状況について、７．売上げへの効果等につい

て、８．行政施策への要望について  
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【調査名】 震災に伴う都内企業の雇用等への影響に関する調査（平成２３年届出） 

【受理年月日】 平成２３年５月２７日 

【実施機関】 東京都産業労働局総務部企画計理課 

【目 的】 東日本大震災や電力不足等が都内企業の雇用状況に及ぼした影響等を把握し、震災後都内

企業の現状に即した雇用対策等を企画・立案する際の基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－震災に伴う都内企業の雇用等への影響に関する調査 調査票（１回目） ２－震

災に伴う都内企業の雇用等への影響に関する調査 調査票（２回目） 

※ 

【調査票名】 １－震災に伴う都内企業の雇用等への影響に関する調査 調査票（１回目） 

【調査対象】 （地域）東京都全域（島しょを除く。） （単位）企業 （属性）従業者規模１０人

以上である個人経営又は会社企業の本社 （抽出枠）（株）東京商工リサーチによる企業

リスト 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／４６，６００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２３年６月３０日現在 （系統）東京都－

民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２３年６月２７日～７月１５日 

【調査事項】 １．回答者の属性（従業者規模、売上状況等）、２．震災の影響（直接的・間接的被

害、今後の売上見通し等）、３．電力需給対策・震災後の対応、４．新規採用状況（２０

１１年卒及び２０１２年卒） 

※ 

【調査票名】 ２－震災に伴う都内企業の雇用等への影響に関する調査 調査票（２回目） 

【調査対象】 （地域）東京都全域（島しょを除く。） （単位）企業 （属性）従業者規模１０人

以上である個人経営又は会社企業の本社 （抽出枠）（株）東京商工リサーチによる企業

リスト 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／４６，６００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２３年１０月３１日現在 （系統）東京都

－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２３年１０月３１日～１１月１８日 

【調査事項】 １．震災の影響（間接的被害、前年同期に比べた売上状況等）、２．採用状況（２０

１２年卒の採用計画、今後の人員計画等）、３．人事労務管理の状況等 
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（２）変更 

【調査名】 北九州市障害児・者実態調査（平成２３年届出） 

【受理年月日】 平成２３年５月９日 

【実施機関】 北九州市保健福祉局障害福祉部障害福祉課 

【目 的】 「北九州市障害者支援計画」策定の基礎資料とするために、北九州市内に居住する障害児・

者を対象に、その生活実態や本市の障害福祉施策に関する要望などについての調査・分析を

行う。 

【調査の構成】 １－身体障害者用 ２－知的障害者用 ３－精神障害者用 ４－障害児用 ５－発達

障害児・者用 

【備 考】 今回の変更は、調査全体の周期の変更、発達障害児・者用調査票の追加、その他の調査票

に係る報告者数の増加等。 

※ 

【調査票名】 １－身体障害者用 

【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）個人 （属性）北九州市内に住民票のある身体障害

者 （抽出枠）北九州市で保管している障害者手帳所持者の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，２００／５０，６２８ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）平成２３年５月１日現在 （系統）北九州市－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２３年５月下旬～６月下旬 

【調査事項】 １．障害者自身のこと（年齢等）、２．住まい、３．暮らし、４．収入、５．仕事、

６．外出状況、７．余暇活動や社会的活動、８．訓練・リハビリ、９．生活に関する悩

みなどの相談、１０．福祉サービスの利用、１１．障害者スポーツ、１２．医療機関の

利用、１３．情報収集とコミュニケーション、１４．災害時の対応、障害者の人権や差

別問題 等 

※ 

【調査票名】 ２－知的障害者用 

【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）個人 （属性）北九州市内に住民票のある知的障害

者 （抽出枠）北九州市で保管している障害者手帳所持者の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／６，６７０ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）平成２３年５月１日現在 （系統）北九州市－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２３年５月下旬～６月下旬 

【調査事項】 １．障害者自身のこと（年齢等）、２．住まい、３．暮らし、４．収入、５．仕事、

６．外出状況、７．余暇活動や社会的活動、８．訓練・リハビリ、９．生活に関する悩

みなどの相談、１０．福祉サービスの利用、１１．障害者スポーツ、１２．医療機関の

利用、１３．情報収集とコミュニケーション、１４．災害時の対応、１５．障害者の人

権や差別問題 等 

※ 

【調査票名】 ３－精神障害者用 

【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）個人 （属性）北九州市内に住民票のある精神障害
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者 （抽出枠）北九州市で保管している障害者手帳所持者の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／４，０１７ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）平成２３年５月１日現在 （系統）北九州市－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２３年５月下旬～６月下旬 

【調査事項】 １．障害者自身のこと（年齢等）、２．住まい、３．入院中の方のこと、４．通院中

の方のこと、５．通所中の方のこと、６．入所中の方のこと、７．心身の状況や日常生

活のこと、８．生きがいや将来の目標、９．生活費や仕事等、１０．外出状況、１１．

余暇活動や社会的活動、１２．生活に関する悩みなどの相談、１３．健康状態、１４．

福祉サービスの利用、１５．障害者スポーツ、１６．情報収集とコミュニケーション、

１７．災害時の対応、１８．障害者の人権や差別問題 等 

※ 

【調査票名】 ４－障害児用 

【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）個人 （属性）北九州市内に住民票のある身体及び

知的障害児 （抽出枠）北九州市で保管している障害者手帳所持者の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／２，６９８ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）平成２３年５月１日現在 （系統）北九州市－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２３年５月下旬～６月下旬 

【調査事項】 １．障害児自身のこと（年齢等）、２．住まい、３．暮らし、４．収入、５．日常生

活、６．学校教育、７．外出状況、８．余暇活動や社会的活動、９．訓練・リハビリ、

１０．生活に関する悩みなどの相談、１１．施設サービスの利用、１２．障害者自立支

援法のサービス、１３．障害者スポーツ、１４．医療機関の利用、１５．情報収集とコ

ミュニケーション、１６．災害時の対応、１７．障害者の人権や差別問題 等 

※ 

【調査票名】 ５－発達障害児・者用 

【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）個人 （属性）北九州市内に住民票のある発達障害

児・者 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）平成２３年５月１日現在 （系統）北九州市－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２３年５月下旬～６月下旬 

【調査事項】 １．障害児・者自身のこと（年齢等）、２．住まい、３．暮らし、４．生活費や仕事

等、５．外出状況、６．余暇活動や社会的活動、７．生活に関する悩みなどの相談、８．

施設サービスの利用、９．健康状態、１０．福祉サービスの利用、１１．障害者スポー

ツ、１２．情報収集とコミュニケーション、１３．災害時の対応、１４．障害者の人権

や差別問題 等  
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【調査名】 東京都財政収支調査（平成２３年届出） 

【受理年月日】 平成２３年５月１１日 

【実施機関】 東京都総務局統計部調整課 

【目 的】 東京都の区域に所在する政府諸機関の財政収支の実態を把握し、都民経済計算における基

礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－東京都財政収支調査票（甲）（一般会計、特別会計） ２－東京都財政収支調査

票（乙） ３－東京都財政収支調査票（乙）（独立行政法人用） ４－社会保障基金調

査票 

【備 考】 今回の変更は、電気業収支調査票及びガス業収支調査票の削除等。 

※ 

【調査票名】 １－東京都財政収支調査票（甲）（一般会計、特別会計） 

【調査対象】 （地域）東京都全域 （単位）行政機関 （属性）国の機関 （抽出枠）調査対象機

関名簿（東京都作成） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１５０ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オン

ライン （記入）自計 （把握時）前年度（４月１日～３月３１日） （系統）東京都

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月１日～９月３０日 

【調査事項】 １．歳入、２．歳出 

※ 

【調査票名】 ２－東京都財政収支調査票（乙） 

【調査対象】 （地域）東京都全域 （単位）事業団 （属性）事業団及び公的企業 （抽出枠）調

査対象機関名簿（東京都作成） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３０ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンラ

イン （記入）自計 （把握時）前年度（４月１日～３月３１日） （系統）東京都－

報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月１日～９月３０日 

【調査事項】 １．収益、収入、２．費用及び損失、支出、３．資本形成 

※ 

【調査票名】 ３－東京都財政収支調査票（乙）（独立行政法人用） 

【調査対象】 （地域）東京都全域 （単位）独立行政法人 （属性）独立行政法人 （抽出枠）調

査対象機関名簿（東京都作成） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オン

ライン （記入）自計 （把握時）前年度（４月１日～３月３１日） （系統）東京都

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月１日～９月３０日 

【調査事項】 １．収益、収入、２．費用及び損失、支出、３．資本形成 

※ 

【調査票名】 ４－社会保障基金調査票 
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【調査対象】 （地域）東京都全域 （単位）社会保障基金 （属性）社会保障基金 （抽出枠）調

査対象機関名簿（東京都作成） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２０ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンラ

イン （記入）自計 （把握時）前年度（４月１日～３月３１日） （系統）東京都－

報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月１日～９月３０日 

【調査事項】 １．収益、収入、２．費用及び損失、支出、３．資本形成  
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【調査名】 広島県職場環境実態調査（平成２３年届出） 

【受理年月日】 平成２３年５月１２日 

【実施機関】 広島県商工労働局産業人材課 

【目 的】 広島県内企業における職場環境の整備状況等の実態を調査して明らかにし、効果的な行政

施策を行うための基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－事業主調査票 ２－男性従業員調査票 ３－女性従業員調査票 ４－パートタイ

ム従業員調査票 

【備 考】 今回の変更は、事業主調査票に係る調査事項の一部変更及び男性従業員調査票、女性従業

員調査票、パートタイム従業員調査票の追加。 

※ 

【調査票名】 １－事業主調査票 

【調査対象】 （地域）広島県全域 （単位）事業所 （属性）平成１８年度事業所・企業統計調査

において調査対象とされ、かつ、常用労働者数１０人以上の本所事業所（産業分類に掲

げる「農業，林業」、「漁業」、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「公務（他に分類されるも

のを除く）」であるものを除く。） （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名

簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／１１，３５１ （配布）郵送 （取集）

郵送・ＦＡＸ （記入）自計 （把握時）毎年６月１日現在 （系統）広島県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年５月下旬～６月中旬 （平成２３年については、平

成２３年５月３１日～６月１７日） 

【調査事項】 １．事業所について、２．従業員の雇用状況について、３．雇用管理について、４．

管理職への登用について、５．セクシュアルハラスメントについて、６．育児休業制度

等について、７．介護休業制度等について、８．女性の能力発揮について、９．仕事と

家庭の両立について、１０．次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策

定等について、１１．パートタイム労働者について、１２．行政への要望について 

※ 

【調査票名】 ２－男性従業員調査票 

【調査対象】 （地域）広島県全域 （単位）個人 （属性）事業主調査票の対象事業所に勤務する

男性正社員 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００ （配布）郵送 （取集）郵送・ＦＡＸ 

（記入）自計 （把握時）６月１日現在 （系統）広島県－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２３年５月３１日～６月１７日 

【調査事項】 １．働いている事業所と自分自身について、２．管理職への登用について、３．セク

シュアルハラスメントについて、４．育児休業制度について、５．介護休業制度につい

て、６．女性の能力発揮について、７．仕事と家庭の両立について、８．行政への要望

について 

※ 

【調査票名】 ３－女性従業員調査票 
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【調査対象】 （地域）広島県全域 （単位）個人 （属性）事業主調査票の対象事業所に勤務する

女性正社員 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００ （配布）郵送 （取集）郵送・ＦＡＸ 

（記入）自計 （把握時）６月１日現在 （系統）広島県－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２３年５月３１日～６月１７日 

【調査事項】 １．働いている事業所と自分自身について、２．就業意識について、３．管理職への

登用について、４．セクシュアルハラスメントについて、５．育児休業制度について、

６．介護休業制度について、７．女性の能力発揮について、８．仕事と家庭の両立につ

いて、９．行政への要望について 

※ 

【調査票名】 ４－パートタイム従業員調査票 

【調査対象】 （地域）広島県全域 （単位）個人 （属性）事業主調査票の対象事業所に勤務する

パートタイム従業員 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００ （配布）郵送 （取集）郵送・ＦＡＸ 

（記入）自計 （把握時）６月１日現在 （系統）広島県－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２３年５月３１日～６月１７日 

【調査事項】 １．働いている事業所と自分自身について、２．就業状況・就業意識について、３．

セクシュアルハラスメントについて、４．育児休業制度について、５．介護休業制度に

ついて、６．女性の能力発揮について、７．仕事と家庭の両立について、８．行政への

要望について  
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【調査名】 中小企業景況調査（平成２３年届出・２回目） 

【受理年月日】 平成２３年５月１６日 

【実施機関】 愛知県産業労働部産業労働政策課 

【目 的】 愛知県内中小企業の産業活動の動向に関する基礎的な事項について把握し、地域経済に関

する施策の企画・立案及び効率的な推進を図るため。 

【調査の構成】 １－中小企業景況調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－中小企業景況調査票 

【調査対象】 （地域）愛知県全域 （単位）企業 （属性）製造業、卸・小売業、建設業、サービ

ス業を営む中小企業（製造業・建設業（資本金３億円以下又は従業員３００人以下）、卸

売業（資本金１億円以下又は従業員３００人以下）、小売業（資本金５千万円以下又は従

業員５０人以下）、サービス業（資本金５千万円以下又は従業員１００人以下）） （抽

出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１６２，０００ （配布）郵送・ＦＡ

Ｘ （取集）郵送・ＦＡＸ （記入）自計 （把握時）毎年４～６月期、７～９月期、

１０～１２月期、１～３月期 （系統）愛知県－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）４～６月期（実施開始日である６月１日に到達する

よう５月末日の３日前頃）、７～９月期（実施開始日である９月１日に到達するよう８

月末日の３日前頃）、１０～１２月期（実施開始日である１２月１日に到達するよう１

１月末日の３日前頃）、１～３月期（実施開始日である３月１日に到達するよう２月末

日の３日前頃） 

【調査事項】 １．業種、２．従業員数、３．当期の経営実績、４．採算、５．設備投資、６．雇用

人員、７．金融機関の貸出態度及び経営上の問題点、８．行政が今後強化すべき支援策、

９．来期の見通し、１０．採算及び設備投資の計画、１１．大学等新卒者の採用動向（毎

年１～３月期）、１２．東日本大震災の影響調査（平成２３年４～６月期） 
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【調査名】 長野県賃金実態調査（平成２３年届出） 

【受理年月日】 平成２３年５月２３日 

【実施機関】 長野県商工労働部労働雇用課 

【目 的】 本調査は、長野県内民営企業に雇用される常用労働者の賃金、労働時間、初任給等の実態

を明らかにし、労使の賃金決定等の参考に資するとともに、労働行政の基礎資料として活用

することを目的とする。 

【調査の構成】 １－長野県賃金実態調査票（Ａ） ２－長野県賃金実態調査票（Ｂ） 

【備 考】 今回の変更は、調査の目的の変更、調査対象の範囲の拡大及び報告者の選定方法の変更に

伴う報告者数の増加並びにすべての調査票に係る調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－長野県賃金実態調査票（Ａ） 

【調査対象】 （地域）長野県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる大分類の

うち、「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小売業」、「金

融業，保険業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生

活関連サービス業，娯楽業」、「医療，福祉」、「サービス業（他に分類されないもの）」に

属し、常用労働者数が５人以上の事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査

結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７，８００／２８，４６７ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）毎年６月３０日現在 （系統）配布：長野県－報告者、

回収：報告者－労政事務所－長野県 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月下旬～７月下旬 

【調査事項】 １．事業所に関する事項（１）事業所の名称及び所在地、（２）主要生産品名又は事

業の内容、（３）労働組合の有無、（４）事業所の常用労働者数、（５）企業全体の常用労

働者数、（６）調査期間、２．労働者に関する事項（１）労働者番号等、（２）性別、（３）

労働者の種類、（４）雇用形態、（５）就業形態、（６）卒業区分、（７）年齢、（８）勤続

年数、（９）職種名、（１０）実労働日数、（１１）所定内実労働時間、（１２）超過実労

働時間数、（１３）決まって支給する給与額、（１４）超過労働給与額 

※ 

【調査票名】 ２－長野県賃金実態調査票（Ｂ） 

【調査対象】 （地域）長野県全域 （単位）事業所 （属性）新規学卒者を採用した事業所及び新

規学卒者を採用する予定のある事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結

果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７，８００／２８，４６７ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）毎年６月３０日現在 （系統）配布：長野県－報告者、

回収：報告者－労政事務所－長野県 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月下旬～７月下旬 

【調査事項】 １．事業所の名称及び所在地、２．新規学卒者の初任給額及び採用人数、３．採用予

定の新規学卒者の初任給見込額 
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（参考） 
 

○基幹統計の指定 

 

統計の名称 作 成 者 指  定  内  容 指定年月日

患 者 統 計 厚 生 労 働 大 臣 基 幹 統 計 の 名 称 を 「 患 者 調

査」から「患者統計」に変更。 

H23.4.27 

 

 
注：官報掲載

日は 23.5.20

 

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が行った基幹統計の指定内容について

掲載したものである。 

 


